
小須戸商工会 TEL 38-2560 FAX 38-2027      R3.10.1 

入院や手術で給付金が受け取れる商工貯蓄共済「医療保障特約型」（詳しくは商工会まで） 

永
年
勤
続
表
彰
者
表
彰
の 

 
 

 
 

表
彰
申
請
に
つ
い
て  

令
和
三
年
度 

飲
食
関
係
店
応
援
事
業

 
た
ら
ふ
く
・
ま
ん
ぷ
く
・ 

小
須
戸
で
飲
食
！ 

 

 
 

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金
！ 

 
 

 

使
用
者
も
、
労
働
者
も
。 

 

最
低
賃
金
引
上
げ
に
向
け
た
中
小
企

業
・
小
規
模
事
業
者
支
援
事
業
に
つ
い

て
の
お
知
ら
せ 

 

 

 

 

〈
飲
食
店
対
象
〉 

新
潟
市
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
協
力
金
（
第
三
期
・
第
四

期
）」
申
請
の
お
知
ら
せ 

 

商
工
会
館
の
外
壁
塗
装
工
事 

完
了
に
つ
い
て 

 
 

 
 

会
員
の
皆
様
に
は
ご
不
便
と
ご
面
倒
を

お
か
け
し
、
八
月
二
十
三
日
か
ら
商
工
会

館
の
外
壁
工
事
を
し
て
ま
い
り
ま
し
が
、

十
月
九
日
（
土
）
に
工
事
が
完
了
し
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
十
月
十
一
日
（
月
）

か
ら
通
常
ど
お
り
、
商
工
会
の
駐
車
場
を

使
用
で
き
ま
す
の
で
、
商
工
会
へ
の
用
事

ま
た
は
商
店
街
で
お
買
い
物
の
際
は
ご
利

用
く
だ
さ
い
。 

新
潟
県
最
低
賃
金
は
、
新
潟
県
の
現
下

の
経
済
・
企
業
・
雇
用
動
向
等
を
踏
ま
え
、

十
月
一
日
よ
り
八
五
九
円
に
改
定
さ
れ
ま

す
。(

改
定
前 

八
三
一
円) 

新
潟
県
最
低
賃
金
は
、
県
内
で
事
業
を

営
む
全
て
の
使
用
者
及
び
労
働
者
（
臨
時
、

パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含
む
。
）
に
適

用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
機
会
に
最
低
賃
金
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
。
詳
し
く
は
、
労
働
基

準
監
督
署
ま
た
は
商
工
会
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

      

 

令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
新
潟
県
の
最

低
賃
金
が
八
五
九
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
厚
生
労
働
省
・
新
潟
労
働

局
か
ら
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
が

継
続
的
に
賃
上
げ
し
や
す
い
環
境
整
備
に

向
け
て
、
よ
り
一
層
支
援
が
な
さ
れ
ま
す
。 

具
体
的
に
は
、
①
最
低
賃
金
の
引
上
げ

を
図
る
中
小
企
業
を
支
援
す
る
「
業
務
改

善
助
成
金
」
の
支
援
枠
の
拡
大
、
②
最
低

賃
金
を
引
き
上
げ
た
中
小
企
業
に
お
け
る

「
雇
用
調
整
助
成
金
等
」
の
要
件
が
緩
和

さ
れ
ま
す
。 

詳
し
く
は
「
業
務
改
善
助
成
金
」、「
雇

用
調
整
助
成
金
」
で
検
索
ま
た
は
、
新
潟

労
働
局 

労
働
基
準
部
賃
金
室
（
☎
〇
二

五-

二
八
八-

三
五
〇
四
）
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

商
工
会
で
は
、
会
員
事
業
所
に
勤
務
す

る
従
業
員
に
対
し
、
事
業
主
の
申
請
に
よ

り
表
彰
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
勤
続
年
数

が
三
十
年
、
二
十
年
、
十
年
の
対
象
者
が

在
籍
す
る
事
業
所
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

表
彰
申
請
に
つ
い
て
ご
検
討
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
期
限
】 

 

令
和
三
年
十
月
十
五
日
（
金
） 

【
申
込
・
詳
細
等
】 

 

同
封
の
案
内
文
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

長
引
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
飲
食
店
及

び
飲
食
関
係
店
（
酒
屋
・
青
果
店
・
タ
ク

シ
ー
・
代
行
）
の
消
費
・
需
要
回
復
を
目

指
し
、
飲
食
関
係
店
応
援
事
業
を
開
催
し

ま
す
。 

事
業
概
要 

参
加
店
二
十
一
店
舗
を
五
〇
〇
円
（
税

抜
）
ご
と
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
抽
選
会

応
募
シ
ー
ル
が
一
枚
も
ら
え
ま
す
。
こ
の

応
募
シ
ー
ル
を
三
枚
集
め
る
と
豪
華
賞
品

が
当
た
る
抽
選
へ
応
募
が
で
き
ま
す
。
応

募
は
専
用
台
紙
に
シ
ー
ル
を
三
枚
貼
り
、

参
加
店
設
置
の
応
募
箱
に
投
函
ま
た
は
、

商
工
会
へ
郵
送
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
完

了
で
す 

開
催
期
間 

十
月
十
五
日
（
金
）
～
十
一
月
十
四
日
（
日
） 

詳
し
く
は
十
月
十
三
日
（
水
）
に
予
定

し
て
い
る
新
聞
折
込
み
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

新
潟
市
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
新
潟
県
が
行
う

営
業
時
間
短
縮
の
協
力
要
請
に
全
面
て
き

10月 

の花 
 

コスモス 
 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 

第2５6号 

小須戸 

商工会 
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〈
酒
屋
・
タ
ク
シ
ー
・
代
行
対
象
〉 

新
潟
県
「
事
業
継
続
支
援
金
（
時
短
要

請
枠
）」
申
請
の
お
知
ら
せ 

ニ
コ
を
活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か 

 

新
津
税
務
署
主
催 

令
和
三
年
度
に
お
け
る 

決
算
説
明
会
中
止
の
お
知
ら
せ 

 
 

 
 

 

 

一
人
で
も
雇
っ
た
ら
、 

労
働
保
険
に
必
ず
加
入
！  

に
協
力
い
た
だ
い
た
飲
食
店
等
に
対
し
て
、

協
力
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。 

 

既
に
第
二
期
ま
で
は
申
請
受
付
が
終
了

し
て
お
り
、
第
三
期
・
第
四
期
は
共
に
申

請
受
付
期
限
が
十
月
二
十
九
日
（
金
）
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
支
給
対
象
の
飲
食
店

に
つ
き
ま
し
て
は
、
申
請
期
限
に
留
意
し
、

早
め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

新
潟
県
で
は
飲
食
店
等
の
営
業
時
間
短

縮
の
要
請
に
よ
り
、
売
上
が
減
少
し
た
飲

食
関
連
事
業
者
等
に
対
し
て
、
事
業
継
続

に
向
け
た
支
援
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
令
和
三
年
九
月
三
十
日
（
木
）

を
も
っ
て
受
付
を
終
了
し
た
「
事
業
継
続

支
援
金
（
飲
食
関
連
事
業
者
等
）
」
と
は
、

申
請
要
件
等
が
異
な
り
、
本
支
援
金
は
別

個
の
支
援
金
の
た
め
、
既
に
事
業
継
続
支

援
金
（
飲
食
関
連
事
業
者
等
）」
を
受
け
取

っ
て
い
る
事
業
者
で
あ
っ
て
も
、
支
給
要

件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
支
給
対
象
者
と
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
申
請
手
続
き
を
忘
れ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

対 

象 

者 

①
令
和
三
年
八
月
以
降
に
発
令
し
た
営

業
時
間
短
縮
要
請
の
対
象
区
域
と
な
る

県
内
市
町
村
の
飲
食
店
に
対
し
て
、
直

接
か
つ
継
続
し
て
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
い
る
事
業
者 

 

②
令
和
三
年
八
月
以
降
に
発
令
し
た
営

業
時
間
短
縮
要
請
の
対
象
区
域
と
な
る

県
内
市
町
村
に
事
務
所
、
事
業
所
を
有

し
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
・
自
動
車
運
転

代
行
業
者
と
し
て
許
認
可
等
を
受
け
て

い
る
事
業
者 

支
給
要
件 

 

事
業
者
全
体
の
売
上
高
に
つ
い
て
、
令

和
三
年
七
月
か
ら
令
和
三
年
九
月
ま
で
の

い
ず
れ
か
一
か
月
に
お
い
て
、
前
年
（
又

は
前
々
年
）
同
月
比
で
二
〇
％
以
上
減
少

し
て
い
る
こ
と
。 

申
請
方
法 

 

簡
易
書
留
な
ど
追
跡
が
で
き
る
郵
送 

申
請
期
限 

 

十
月
三
十
一
日
（
日
）
締
切
当
日
消
印

有
効 

新
津
税
務
署
で
は
、
毎
年
十
二
月
頃
に
、

決
算
説
明
会
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡

大
防
止
の
観
点
か
ら
前
年
に
引
き
続
き
、

令
和
三
年
度
に
つ
い
て
も
中
止
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。 

な
お
、
決
算
説
明
会
に
代
わ
る
も
の
と

し
て
、
決
算
の
方
法
・
注
意
点
等
を
説
明

す
る
動
画
を
作
成
し
、Y

o
u
T

u
b
e

国
税

庁
動
画
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
掲
載
す
る
こ
と
を

予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（
公
益
財
団
法
人
に
い
が
た

産
業
創
造
機
構
）
は
、『
新
潟
県
の
産
業
を

活
性
化
す
る
』
を
使
命
に
、
県
内
企
業
の

皆
さ
ま
を
応
援
し
て
い
ま
す
。 

【
事
業
内
容
】 

○
新
商
品
・
新
技
術
を
開
発
し
た
い 

○
市
場
顧
客
の
ニ
ー
ズ
が
わ
か
ら
な
い 

○
売
れ
る
商
品
づ
く
り
と
は 

 
 

な
ど 

皆
さ
ま
の
挑
戦
や
お
悩
み
を
、
多
彩
な

メ
ニ
ュ
ー
に
よ
り
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。 

補
助
金
等
資
金
的
支
援
を
は
じ
め
、
専

門
家
等
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
セ
ミ
ナ
ー
・
講

座
・
研
修
、
オ
フ
ィ
ス
・
設
備
レ
ン
タ
ル
、

マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
、
テ
ス
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
支
援
、
商
品
評
価
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ

プ
な
ど
様
々
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

【
お
問
合
せ
先
】 

公
益
財
団
法
人
に
い
が
た
産
業
創
造
機
構 

電
話 

〇
二
五‐

二
四
六‐

〇
〇
二
五 

Ｅ
メ
ー
ル 

info@nico.or.jp 

労
働
者
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
を

含
む
）
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
る
事
業
主

は
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）

に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

労
働
保
険
は
、
労
災
保
険
・
雇
用
保
険

の
各
種
給
付
金
の
ほ
か
、
雇
用
の
安
定
の

た
め
に
事
業
主
に
支
給
さ
れ
る
助
成
金
な

ど
の
各
種
支
援
制
度
も
設
け
ら
れ
て
お
り
、

労
働
者
は
も
と
よ
り
事
業
主
の
た
め
に
も

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
制
度
で
す
。
ま
た
、

人
手
不
足
の
折
、
事
業
主
に
は
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
よ
り
良

い
人
材
を
確
保
す
る
意
味
で
も
、
労
働
保

険
に
必
ず
加
入
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。 加

入
対
象
事
業
所
で
、
未
加
入
事
業
所

は
早
急
に
加
入
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く

よ
う
、
お
願
い
し
ま
す
。 


